
次回 佐竹台連合自治会 通常総会：2025年 5月 9日(金) 午後７時～ 

2025年4月11日 

佐竹台地区連合自治会 ４月定例会レジメ 
佐竹台地区連合自治会 

［日 時］ 2025年4月11日（金）午後7時～ 

［場 所］ 佐竹台市民ホール 2階 大会議室 

【連絡事項】 

1. 佐竹台地区の概要と地域活動       【資料 ①】 

・佐竹台「地区」とは、 佐竹台小学校校区を意味します（佐竹台1丁目～6丁目と佐井寺4丁目） 

・［佐竹台地区］10,955人、4,992世帯、 ［佐竹台1～6丁目］9,044人、4,127世帯 

2. 佐竹台地区連合自治会定例会 

・毎月第二金曜日、午後7時～、佐竹台市民ホールにて開催（8月、1月は開催ナシ） 

・会長さんが出席できない場合は代理の方の出席をお願いいたします（事前連絡は不要です） 

・吹田市からの連絡事項・通達等の連絡と佐竹台に関する行事・工事・一般情報等の連絡と紹介 

・各自治会の行事等の紹介、お困り事等の共有と意見交換等                  

・佐竹台地区連合自治会会則をご参照ください                              【資料 ②】 

・定例会の開催日等のお知らせ方法⇒今年度より LINEオープンチャット使用               【資料 ③】   

3. 佐竹台市民ホールの利用と予約およびその際の決まり、ルール    【資料 ④】 

・利用可能な部屋は第一会議室、第二会議室、第三会議室、第四会議室、和室 

・事前に会議室の空き状況をご確認ください（空き状況は、「佐竹台まちづくりネットワーク」でも確認できます） 

・使用申請は28日前～3日前までに提出し、許可を得てください（当日、前日、前々日の使用申請はできません） 

4. 佐竹台のホームページ 

・ 「さたけだいまちづくりネットワーク」にて検索 ⇒ まちネット通信62号のQRコード参照  【資料 ⑤】 

・会議室空き状況や地域情報、行事のお知らせ等に加え、回覧板内容も都度掲載しています ⇒［デジタル回覧］ 

5. 佐竹台市民ホールWi-Fi接続 

・吹田市により設置され有害サイトへの接続は制限されており、接続後1時間で切れるように設定されています 

・接続時のパスワードは館内各所に掲示 

・万一、事件等に使用された場合を考慮し接続履歴が吹田市にて記録されています 

6. 防犯カメラ 

・佐竹台1丁目～6丁目に2018年15台設置、2023年12月8台増設、計 23台 

・吹田市危機管理室が管理し、画像確認は原則、吹田警察署と吹田市危機管理室 

・佐竹台市民ホール 1階入り口にも設置済 

7. 防災関連 

・充電式投光器（三脚式）２組購入、佐竹台市民ホールにて保管 

8. 卒業式 3月14日（金） 高野台中学校卒業式（卒業生144名） 

3月18日（火） 佐竹台小学校卒業式（卒業生136名） 

9. 入学式 4月7日（月） 佐竹台小学校入学式（新入生114名） 

4月8日（火） 高野台中学校入学式（新入生153名） 

10．南千里交番の一時閉鎖                                             【資料 ⑥】 

11．その他 

・3月定例会での各自治会長さん意見、感想      【資料 ⑦】 

・新自治会長さんの自己紹介 

 

【今後の予定とお願い】 

12．連合自治会総会 5月9日（金）午後7時～（自治会費納入は午後6時半から受付） 

・総会時に連合自治会費（一戸・年間￥500）をお願いいたします 

以 上 
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佐竹台小学校区の地域活動概要

●連合自治会
単一自治会の協力を得て地域
行事や安全活動の企画、実施、
取りまとめ等

●福祉委員会
ふれあい昼食会などの高齢者
支援 や子育て支援等

●体育振興会
スポーツ教室実施、学校体育
施設の開放等

●青少年対策委員会
地域の子どもたちの健全育成
のための取組み

●防犯協議会
登校見守り、地域パトロール
や行事の際の安全性維持

●人権啓発推進協議会
吹田市や佐竹台にて人権尊重に
関わる啓蒙活動の実施

●老人クラブ連合会
健康増進、文化教養に加え各種
行事への協力
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資料 ①

4,992世帯



佐竹台地区連合自治会会則 
 

（各称及び事務所） 

第１条 本会は佐竹台地区連合自治会と称し、事務所を佐竹台市民ホール内に置く。 

（目 的） 

第２条 本会は、自治会相互の連携をもって、住民福祉及び生活環境の向上に寄与する 

ことを目的とし、行政及び関係機関・団体と相協力し、綿密な連絡調整を図る。 

（組 織） 

第３条 本会は、佐竹台地区にある各自治会をもって組織する。 

（役 員） 

第４条 本会に下記の役委員を置く。 

会 長        １名 

副会長       若干名 

理 事        ２名 

監 事        ２名 

相談役       若干名 

（役員の選出及び任期） 

第５条 役員は、第３条により構成された現代表もしくはかつての代表の中から、前記現代表が

選出し、任期は１年とする。ただし再任は妨げない。また会長は副会長経験者から選出

する。 

なお、相談役については、第４条の役員の推薦によるものとする。 

（役員の任務） 

第６条 会長は、本会を代表し会務を統括する。 

２． 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは会長の任務を代行する。 

３． 理事のうち、庶務担当理事は本会の事務を担当する。 

４． 理事のうち、会計担当理事は本会の会計を担当する。 

５． 監事は、会計を監査する。 

（総 会） 

第７条 本会は、年１回の総会を開催する。 

（定例会）  

第８条 本会は、各自治会代表者をもって構成し、毎月１回定例会を開催する。 

（専門部会） 

第９条 本会において必要と認めた場合は、定例会の承認のもと、専門部会を設ける 

ことができる。 

（運営経費及び会計） 

第１０条 本会の運営経費は、自治会の会費及び寄付金その他をもって充てる。 

        （会費は、年間１戸当たり 500 円） 

２． 会計年度は、4 月 1日から翌年 3月 31日までとし、会計担当理事は収支決算を 

本会に報告し、承認を受けるものとする。 

（補 則） 

第１１条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、役員会で審議し、定例会で決定する。 

（付 則） 

１． 本会則は、平成 9年 5月 16日から施行する。 

２． 本会則を改正するに、総会出席者の 2分の 1以上の同意を要する。 

３． 本会則は、平成 14年 5月 17日から改正施行する。  

４． 本会則は、平成 30年 5月 13日から改正施行する 

資料 ② 



佐竹台地区連合自治会 定例会等のお知らせ方法について 

今年度より、LINE のオープンチャットを使用して、毎月の定例会のお知らせ等を

行います。 

① LINE アプリをお持ちの方は右のQRコードを読み取って 

いただき、オープンチャット(注１)「佐竹台連合自治会2025」

にご参加ください。 

② 続いてお名前を入力していただく画面になります。 

新しいプロフィールで参加「「○○自治会 △△」とご

入力いただき、その上の○にイラストが描かれたアイ

コンはお好きなものを選んで、画面右上の「参加」を

押してください。 

③ 操作方法がご不明な方は市民ホール事務員にご確認く

ださい。 

※LINE をご使用されていない方は、本日配付の自治会長連絡先記入用紙に必ず連絡

の取れるメールアドレスをお知らせください。 

 

注 1LINE オープンチャットとは、LINE の連絡先を交換せずに LINE 上で誰で

も参加できるトークルームです。 

通常は誰でも検索してトークルームに入れますが、このオープンチャットはQR

コードを読み込まないと入れないように設定しておりますので、無関係な人が入

れないようにこのプリントの取り扱いには十分ご注意ください。 

 

○○自治会 △△ 



佐竹台市民ホールのご利用について 

佐竹台市民ホール会議室予約の決まり 

① 受付で下記の申請書を受け取ってください。 

 
② 会議室の予約は、原則ご使用の２８日前か

ら３日前までにお願いいたします。 

③ 開館時間の 10 時から１７時まで(１２時か

ら１３時までは除く)に申請書をご記入・提

出してください。 

◎申請書の提出・受理を以て正式予約となります。 

会議室使用時名簿記入の決まり 

① ご使用当日受付にて⇩の使用者名簿をお受け取り

下さい。 

 

② 上記のようにご使用された方全員の名前を記入

し、終了後受付にご返却下さい。 

③ ご使用後は原状復帰し、電気・エアコンを消し

カーテンを閉め、時間を守ってご退出下さい。 

佐竹台市民ホール運営委員会 

 

名 

連絡のつく電話番号を 

必ず記入してください。 

※代表の方以外でも可 

使用者名簿や、夜間使用時の自主点検チェック

シートの記入、ご使用状況など、お約束を守っ

ていただけない場合、ご使用をお断りすること

があります。 

資
料
④

 









2025年4月11日 

連合自治会定例会（2025年3月14日）での意見等まとめ 

佐竹台地区連合自治会 吉田 

（各自治会長からの意見、感想等を順不同に記載しています） 

・自治会長を初めて経験し、いろいろ言われて大変だった 

・自宅近所の道路、雑木林等の不具合を連合自治会経由で吹田市に依頼し、改善してもらえてよかった 

・連合定例会は自治会会長が都合で出席できない場合は代理でもよいか? ⇨ 代理出席でOK 

・連合自治会を知ることができてよかった 

・イベント、行事に参加できよかった。また単一自治会で集まり、軽食のパーティを開催した 

・地域のことを知ることができてよかった 

・定例会のレジメが簡潔にまとめられていてよかった 

・マンションの掲示板を注意して見るようになった 

・イベントが少なくなったので増やしてほしい。イベントや行事を通して人の交流ができるようにしてほしい 

・今まで知らなかったことを知ることができよかった 

・3年続けて会長を務めている 

・吹田市からの連絡事項を資料だけでなく、レジメをもとに説明してもらえるのでわかりやすくてよかった 

・かつての夏祭りや餅つき大会はしんどかった 

・留学生は、この佐竹台は住みやすいという印象をもっている 

・第二自治会は 200 世帯を超えるが全棟では 10～15 室が空いている。この空き室を集会所として利用し

たいが大阪府が許可せず不満。来年度は第二自治会を解散する可能性大 

                                               以 上 

資料 ⑦ 
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